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３ 物件調書 
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○この調書は、事業への参加希望者が現地を確認する上での参考資料です。お申込みの前に、必

ず現地をご確認ください。 

 

○最寄り駅からの距離は、駅から物件までの概ねの直線距離を表示しています。 

 

○道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路

後退等については、関係機関にご確認ください。 

 

○土地利用に必要な接道条件（幅員、連続性等）については、関係機関と十分協議してください。 

 

○各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と十分協議し

てください。 
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物  件  明  細 

物件番号 事業用地名称 府営岸和田荒木住宅用地 

１ 所 在 地 岸和田市荒木町二丁目184番２ 

交通機関 南海電気鉄道 南海線「春木駅」から南東 約900m 

面 積 
登 記 簿 ： 356.13 ㎡ 

実 測 ： 356.13 ㎡ 
地 目 宅地 

接面道路の 

状 況 
北東側  ： 幅員 約６ｍ（市道荒木住宅３号線） 

法

令

等

に

基

づ

く

制

限 

都市計画法 

市街化区域 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

地域地区 第２種高度地区 

建ぺい率 60％ 容 積 率 200 ％ 

その他の 

法令等 

文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地 

遺跡名称：荒木土塁跡 

私道の負担等に

関する事項 

負担の有無 無 

負担の内容 ― 

供

給

処

理

施

設

の

状

況 

区  分 配管等の状況 照 会 先 及 び 電 話 番 号  

公営水道 有 
岸和田市上水道工務課 

072-423-9601 

電  気 有 
関西電力㈱岸和田営業所 

0800-777-8810 

都市ガス 有 
大阪ガス㈱マップメンテセンター 

06-6586-1361 

公共下水道 有 
岸和田市下水道整備課 

072-423-9585 

【留意事項】 

１．既存工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該事業用地に存するものすべてを現状有姿で

売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

２．地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物を撤去される場合は買受け者の責任（費用負担含

む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 

３．文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地である「荒木土塁跡」に指定されており、建物建築

等の際は同法に基づく届出が必要です。 

（問合せ先：岸和田市 教育委員会 生涯学習部 郷土文化室 (TEL 072-423-9688)） 

４. 道路幅員は、原則として現況の幅員を表示しています。土地利用に必要な接道条件（幅員、連続

性等）や建物の建築等に伴い必要となる道路後退等については、関係機関にご確認ください。 

５. 供給処理施設の状況は、各種台帳等により調査したものです。接続等利用については、事業者に

おいて各施設の管理者と協議してください。 

６．売買契約の締結後に、この物件に隠れたかし
．．

が発見されても、その担保責任は一切負いません。 

７．北西の隣接駐車場から雨水の一部を事業用地内の側溝で受けています。これについては隣接

駐車場所有者と協議してください。 

８．事業用地と北西側に隣接している駐車場を利用して、市道荒木町11号線と市道荒木住宅３号

線の間で、人や自転車の往来があります。（P.15（２）平面図）参照 
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（１）位 置 図  
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（２）平 面 図  
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上記図に示す双方向矢印は、事業用地を通って人や自転車の往
来があることを示しています。 （P．18 【留意事項】８参照） 
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（３）丈 量 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


